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 保健福祉事務所長  

 中核市保健所長   

 

 

 長野県健康福祉部長   

                                                      （公印省略）     

 

長野県医療通訳コールセンターの電話番号の変更について（依頼） 

 

 

外国人県民等が安心して医療機関等を受診できる体制を整備するため、外国人県民等及び

県内医療機関等を対象とした医療通訳サービスとして、「長野県医療通訳コールセンター」を

開設しているところです。 

このたび、同コールセンターの電話番号が下記のとおり変更となりましたので、お知らせ

いたします。 

 なお、長野県医師会、長野県歯科医師会、長野県薬剤師会及び病院あてには別紙（写）の

とおり周知しておりますことを申し添えます。 

 

 

記 

 

 

１ 変更日    令和８年４月１日（水） 

２ コールセンター電話番号 026-235-7230 （旧番号：092-286-7448） 

３ 事業実施主体  健康福祉部医療政策課（旧：県民文化部県民政策課） 

４ 受託事業者        メディフォン株式会社 

５ その他   詳細については、県ホームページをご覧ください 

  https://www.pref.nagano.lg.jp/seibun/tabunka/iryotsuyaku.html 

 

（問合せ先） 

担当 医療政策課医療係 生田、大川 

電話 026-235-7131（直通） 

F A X 026-223-7106 

メール iryo@pref.nagano.lg.jp 

様 


